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３月１１日、第３回団体交渉が行われました。組合が 2 月に行った「大学予算に

関する緊急アンケート」に示されたように、教育経費も担保されず研究時間も大幅

に削られる中、基盤的な教育経費の確保と教職員の待遇改善を要求してきました。

前向きな発言もありましたが、学長・理事が３月で離任ということで、多くは引き

継ぎ事項となりました。 

出席者： 

大学側：学長、総務担当理事ほか７名 

組合側：委員長、書記長ほか１０名 
 

１．本年度以降の大学の財政状況と今後の方針について 

１）次期中期計画における「人件費削減計画及び教員の戦略的配置について」

の今後の見通し 

（理事）22 年度予算額の説明（資料） 

運営費交付金１％削減は撤廃。臨時的措置として人件費を除いたものから

削減されている。 

増えたもの：退職手当＋その他 特別手当（こちらから概算要求して認め

られたもの） 

22 年度までの人件費５％削減も達成可能な状況 

（組合）今後は？ 

（理事）23 年度までは１％削減するように第二期中期目標中期計画に書くよう文

科省から求められており、そう書いた。24 年度以降は見えていない。民主党政

権は高等教育に割と理解があるような印象である。 

（学長）鈴木副大臣が言っていたように、国立大学の現状を踏まえ、運営費交

付金を 16 年度に戻さなければならないという理解があるが、マニフェスト

を実現する中で確実に担保できるとは限らない。戻るとしてもどう戻すかは

不明。個々の大学の活動に応じてといった、社会の要請に答える形でという

可能性がある。 

 

２）教員の基盤的教育経費の確保についての

見通し 

（組合）基盤的な教育経費の確保は必要だと

思われる。その確保の見通しはどうか。 

（学長）総額としては担保されると思われる

が、競争的資金となるか（基盤的経費とな

るかどうか）については、白紙。大学には

社会の要請に応える責務があり、そこに応

えられないともらえないだろう。 

学長・理事離任のため、多くが引き継ぎ事項に 
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（学長）まだ成案を得るという段階ではない。上位

体系が何人かという給与体系に縛られる必要は

ない。抜本的に改革するべきだ。全体の財政との

関係もあるが、全員が給与アップということがあ

ってもよい。静岡大学として、技術スタッフはど

うあるべきか、ということも考えなければ。 

（組合）行政職と同じ給与体系が適用されている。

教育職の給与体系ということも含めて、どういう

給与がいいか検討していただきたい。 

（学長）そういうこともメモとして申し送りする。

（組合）技術部の運営方法についても、問題がある

と思います。技術職員が能力を発揮できるようなシ

ステムを考えてもらいたい。 

（学長）本学の研究組織としてどうあるべきかを議

論する必要がある。技術補助・支援をされている

方は、各教室にも臨時的雇用でいる。そのような

方々が本学にどの程度いるのか把握しないと、本

学のポテンシャルが下がる。どういう形がいいの

か。事務系の雇用形態とのバランスもとる必要が

ある、技術職員と事務職員のてこ入れが重要であ

る。両者には、高いポテンシャルを希求してほし

い。 

（組合）非常勤職員の正規職員雇用について、4 名

のうちの 3 名は登用の見込み。あと一名もよろし

くお願いしたい。 

（理事）1 名は確定。残りについては、東海・北陸

（組合）電子工学研究所でも所長と話をしています。

技術職員の処遇改善のために組織を統合するという

ことですが、技術職員は事務職員のように人事異動

がほとんどできません。したがって、統合しても必

ずしも処遇の改善にはつながりません。むしろ、上

位級の定数を増やすべきです。大学の組織見直しも

検討されており、技術部の組織見直しを急いで 3 月

中にまとめる必要はないのではないか？ 

２．前回交渉において、結論に至らなかった事項に

ついてお尋ねします。 

１）前回交渉においては、学長よりご発言のあった、

非常勤の雇止め・技術職員・女性職員の昇格問題を

ふくめて、大学の教育研究活動という観点から、大

学全体として検討するとしたことについて、検討状

況について、またまた引き継ぎについて、ご説明

をお願いします。 

（個別の要求項目としては以下の４点） 

①法人化後採用の非常勤職員の一律雇止めについ

て：他大学の状況と制度改正 

②男女格差問題についての、制度面での検討状況 

③技術職員の待遇改善 

④浜松キャンパスでの任期付助教の待遇の改善：研

究発表の助成額について 

２）教職員の待遇改善について：剰余金の使途につ

いて 

①静岡浜松間の交通費での新幹線代全額支給 

②入試業務手当の積み増し 

３）非常勤職員の待遇改善について：介護休暇・看

護休暇の新設について 

（組合） 組織についての継続・引き継ぎ事項につ

いて 

（学長）給与・処遇の問題ではなく、教育・研究の

ポテンシャルの問題である。教育・研究組織の改

革をどう進めるか議論するために、準備委員会を

立ち上げた。正式な委員会は次の執行部で。企画

調整会議構成員とその他が参加可能である。静

岡・浜松にそれぞれ研究所の設置などを考えてい

る。電電、遺伝子実験施設の改組など。技術部門

長がトップになって仕事する研究所などが必要

と考えている。伊東次期学長に引き継ぎ、メッセ

ージとして出す。 

（組合）技術部長会議で、将来的にどういう形がよ

いのか、アンケートを取ったとうかがっている

が。 

（理事）今は、技術部の人は部局別にばらばらだが、

統合するべきかどうかなどについて、アンケート

を取った。 

（学長）アンケートに一喜一憂するのは適切ではな

い。部門長が絵を書くというのは適切ではないの

で、組織全体としてどういう形がよいのか考える

ために生の声を集めた。それぞれの部局によっ

て、経緯もばらばらである。 
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ブロックの公務員試験を受けてきた人とのバラン

スを取る必要がある。 

（組合）非常勤職員一律雇い止めについても、再度

新規に雇い直すなど、柔軟な対応が他大学で出て

きている。（5 年一律雇い止めを 2010 年度より実

質的にとりやめることになった京都大学について

の資料を提示、説明。） 

（人事・労務課長）公募の時に、連続であっても、

優秀であれば再雇用があり得るということです

か？  

（学長）他機関の例も考慮して、柔軟に考えないと

ならない。京都大学の新しい制度については、検討

するとは言いませんが、受け取りました。伝えます。

しかし、雇い止めはやむをえず必要で、長期雇用

も避けたい事情がある。 
 

（組合）剰余金についての現状と使い道 

（理事）目的積立金は次期中期計画に繰り越せない。

使い切る予定。2 月末時点では 90%執行済である。

使い残しのないように催促している。 

（組合）あとからあとからお金が配分されてきてい

る。年度がつまってきてからも配分されており、

使いにくい。 

（理事）こちらは当初配分で渡している。しかし、

それをどうするかは部局によってまちまちで、そ

の実態までは把握していない。当該の部局で確認

してほしい。 

（学長）学部長裁量経費については、確かに遅かっ

た。 

（組合）任期付き助教の海外出張費については正し

く使われたか把握していますか。任期付き助教が

各部局で予算を確保するのは大変。 

（理事）配分の際に趣旨は伝えている。部局長会議で

も学部長に伝えている。 

（組合）非常勤職員の看護休業は無給だが、有給の

看護休暇にして欲しい。 

（理事）現行では看護についての規定はあるが、介

護はない。引き継ぎます。 

３．継続の課題について（確認事項）。 

１）静岡・浜松両キャンパス地域調整手当支給率の

改善（当面静岡 5%、浜松 4％に） 

２）技術職員の昇給・昇格の問題の改善 

(2-1) 昇格基準の公開。 

（人事・労務課長） 学長が約束したかどうかについて、

以前の議事録を見て、組合に対して公開すると約束

したとは言えないのでは。法人化前は文科省が全大

教との交渉で公開したものを、全大教が各組合に渡

していた。法人化後は各大学がつくる。 

（学長）前にも言いましたが、昇格基準というのはお

互いに情報を共有しておかないと、がんばる気が起

きないですよね。基準を公開することについて何ら

問題はないと思います。 

（理事） 出していいのではないか。ただし、実際の昇

格は、評価も入るので、必ずしもこの基準通りとい

うわけではないですが。 

（学長） 最新のものはちゃんとつくったのだろうか。

あるなら本来公開されるべきだ。 

 

(2-2) 技術職員の採用に関して、一般公募の方の格付

けをめぐる問題の改善策 

（公募の際の給与提示の不明確さ・格付け基準の就業

規則への明記・共通試験の受験等による改善の可能性）

（組合） 公募で採用された技術職員（浜松で何人か

採用されている）の給与が低い。大卒という学歴で

募集・採用しておきながら、中卒の基準で計算して

給与を払うのでは、ひどいのではないか。 

（学長） 事実に基づいて話すべきだ。そういうことで

あれば、腑に落ちないだろう。公募の書類を調べて

みて、真摯に解答する。 

（理事）公募の時の書類はその通りになっている。初

任給の格付けが公募通りでないとしたらおかしい。

（総務部長）退職金は国が負担しているため、公務員

の計算で格付けはやっている。そうでないと、大学

独自の財源が必要になっている。 

（学長）公募では「大卒後数年」となっている。これ

に照らして、確認してみます。 

（組合）今年度２名、昨年度３名、一昨年度２名。計

7名の技術職員が採用されている。公募の書類に例

示されていた「３年目 17 万四千円」を見て応募し

ている。しかし、実際に受け取った給与がそれより

も低いので、現在、疑問に思って問い合わせている

者もいる。これをしっかり踏まえてください。 
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文部科学省では、3 月末を目途に、法人化の現状、成果、課題、今後改善すべき点等について、広く意見聴取

を行っていました。 
これに対し、静岡大学教職員組合では、以下の意見を提出しましたのでご報告いたします。 

文部科学省「国立大学法人の在り方」に対して 
意見書を提出しました 

各国立大学では、法人化に向けて、様々な制度が作

られました。しかし、その中には、十分な検討がなさ

れていないものもあります。法人化後の姿が描けない

まま駆け込みで作られた様々な制度が実態に合ってい

ないことは、今や誰の目にも明らかになってきました。

特にそれがはっきりと現れているのが、雇用に関す

る制度です。 

国立大学法人の厳しい労働環境の実態が知られてい

くにつれ、正規職員を目指す求職者も減少してきてい

ます。業務は荷重になるばかりで、負担の偏りから優

秀な人材が休職や退職に追い込まれ、残った職員への

負担がさらに増えるという悪循環が見られます。しか

も静岡大学の場合、職員の給与は、国家公務員を１０

０とした場合、８３．９（平均年齢４５．２才）でし

かありません。 

また、事務作業の増大と事務組織の弱体化は、事務負

担の増大として教員にも影響を及ぼすに至っていま

す。静岡大学教職員組合が行ったアンケート調査

（2010 年 2 月）によれば、過去５年間で研究時間が大

きく減少したと回答した教員が 77％に上っています。

運営費交付金の大半を占める人件費に関しては、い

わゆる「行政改革推進法」により、平成 23 年度まで

に総人件費を５％削減するという方針が決まっていま

す。基礎的な教育経費の確保や学務事務に支障をきた

すまでになっています。上記のアンケートによれば、

教育研究経費と教育研究活動の関わりについて、継続

的・安定的な活動が非常に困難になってきているとの

回答が５６％、やや困難になってきているとの回答が

２９％に達しています。 

国立大学法人の自助努力はほぼ限界に達しており、

現状を根本的に変えていく方法は、運営費交付金の増

額以外にはありません。そもそも、日本の高等教育予

算は OECD 加盟国中でも最低であり、これをさらに削

減するというのは、高等教育を破壊する暴挙でしかあ

りません。 

なお、国立大学法人の在り方の検証にあたっては、

教育研究を直接になっている教職員が加入する全国大

学高専教職員組合から正式に意見聴取をおこなうこと

を強く要望します。 

 

「時間単位年休の取得に関する協定」の運用方法について 

＊時間休についての運用については、両キャンパス過半

数代表者（静岡キャンパス 村山功・浜松キャンパス

笹原恵）が人事課との話し合いで下記の人事課見解を

確認しましたので、今後とも運用レベルでは「５日間

を上限」とせず、それぞれの有給休暇の範囲内で時間

休暇を取得できます。このことについては、人事課は

口頭で勤務時間管理員（総務係長相当）への説明会で

説明するとのことでした。 

【時間休の運用についての人事の方針】 

１）時間休については、原則としては１年５日を限度

として収まるように努力していただく 

２）時間休を５日で収めることができるように、半日

を超える休暇を取る場合には半日休暇を組み合わ

せて時間休を有効に活用する 

３）しかし、１）２）にもかかわらず、越してしまう

ようなことがある場合には、与えられた休暇の範囲

内で時間休を取得することについてはいたしか

たない（休暇を取得する権利があるので、拒否でき

ないであろう） 

労働基準法の一部改正により、今年度新たに各事業場過半数代表と大学の間で「時間単位年休の取得に関する

協定」が締結されました。大学側が説明したこの協定の運用方法は以下のとおりです。 

  


